
 

 

学校管理下でケガ等により医療機関を受診した場合、 

日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の申請ができます。 

 

 

★給付の条件 

〇学校管理下（登下校・授業中・休憩時間・部活動中など）でのケガであること 

〇医療機関の窓口で支払った医療費が保険適用（３割負担の場合）１５００円以上であること 

＊医療機関を受診した場合、保健室に申し出てください。日本スポーツ振興センターの申請用紙を渡します。 

申請の用紙はできるだけ受診の翌月に提出してください。 

 

 

4月 

内科検診 

尿 検 査 を実施します。 

4月１５日（木）内科検診 3 年生 

２１日（水）尿検査 1日目 

  22日（木）尿検査 2日目 内科検診  2 年生 

内科検診について 

14時 15分（6限目）から実施します。 

検診の順番によっては終了が放課後になる場合があります。 

 

〇髪の長い人はまとめておく。 

 〇聴診器で心音を聴いています。静かに待つ。 

 〇必ず、出席番号順に受ける。 

 

尿検査について 

・1日目に提出する。 

忘れた場合のみ 2日目に提出。 

＊女子で今回提出できない人は、 

検尿二次検査（5月）に提出する。 

それまで、容器は自分で保管しておく。 

 

 

 

保健室の利用の仕方 
 

新型コロナウイルス感染症対策を実施しています 

・入り口で、体温を測ってから保健室に入ります。 

・ベットでの休養はできません。 

 

〇必ず担任や授業担当の先生に保健室に行くことを伝えてから 

来室する 

〇学年・組・名前を言う 

〇来室理由を伝える 

① いつ／いつから 

② どこで 

③ 何をしていて 

④ どうなった（けがの状況） 

⑤ 今の様子（症状） 

 

教室にもどった際、「保健室来室カード」を授業担当の先生に渡す。 

〇保健室は飲食禁止 

〇保健室では大声で話さない 

 

保健室は応急処置をするところです。継続した手当はできません。 

また、内服薬は出しません。自分にあった薬を持参してください。 

本校のＡＥＤの場所 

 （2か所）    

『職員玄関の入口』 

『体育準備室前』 

  ＊体育館の 2階 

 

 

 

 

発熱や風邪症状がある場合には無理して登校せず、 

自宅で休養してください。 

 

 

登校前に自宅で健康観察をおこなう 

→自宅で検温や健康状態を「健康観察カード」に記入する。 

 

登校後に発熱や風邪症状がみられる場合 

→発熱や風邪症状がみられる場合は、早退して自宅で休養し、体調不良

が続く場合は、必ずかかりつけ医を受診してください。 

☆スムーズに保護者へ連絡が取れるよう複数の連絡先を聞いておいて

下さい。（学校にも連絡！） 

 

 

 

 

〇外から教室等に入る時 

〇トイレの後 

〇昼食の前後 

〇活動の前後など、こまめに手を洗うことが重要です！ 

令和 3年 4月   美原高等学校 保健部 

 

・・・災害共済給付制度のお知らせ・・・ ＊給付事由が生じた日から 2年間申請を行わないときは、時効

により消滅します。 

 

＊登下校時における車やバイク等との接触事故は警察に届け、

「自賠責」の手続きを取ってください。 

 

＊卒業する年の３月１日までが申請の対象となります。 

 

教室に掲示をしてください 


